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第１ 意見の趣旨

事業者が消費者に対し消費者契約に関する訴訟を提起する場合、本来は、合意管轄条

項の効力を排除し被告消費者の住所地を原則的管轄と定めるべきであると考えるが、当

面の運用としても、被告住所地を管轄する裁判所への裁量移送を積極的に決定すべきで

あり、その前提として、訴状及び弁論期日呼出状を送付する際、答弁書用紙とともに移

送申立書用紙を同封すべきである。

第２ 意見の理由

１ はじめに

政府の司法制度改革審議会並びに司法制度改革推進本部は、民事司法の改革事項とし

て 「裁判所へのアクセスの拡充」を提起しており、その具体策として、訴訟費用（印、

紙額）の軽減、弁護士費用敗訴者負担制度の導入、法律扶助制度の拡充などを提案して

いる。

もっとも、これらの改革事項は、訴訟を提起する原告側のアクセスばかりであり、訴

訟を提起された市民の側のアクセスの確保（土地管轄）については何ら検討されていな

い。

、 、 、ところが 現状は 消費者ローンやクレジット契約などの消費者契約に関する訴訟は

合意管轄条項（民事訴訟法１１条）または債権者の住所地を義務履行地とする裁判管轄

（民事訴訟法５条、民法４８４条）を利用して、大半の訴訟が東京簡易裁判所や東京地

方裁判所に提起されている。その結果、多くの消費者は遠隔地の裁判所に出頭すること

を強いられるため、出頭する費用や時間を考慮すると実質的に応訴の機会が奪われてい

るのが実態である。

そこで、当連合会消費者問題対策委員会では、２００２年３月１３日、東京簡易裁判

所の協力を得て、東京簡易裁判所係属の民事事件における土地管轄の実態調査を実施し

た。

２ 調査結果の要点

、 。東京簡易裁判所における裁判管轄調査の結果は 別紙調査報告書記載のとおりである

その要点は、次のとおり。
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(1) 係争事件１００件のうち８８件は貸金・求償金・立替金請求事件である。つまり、

いわゆる消費者信用関係事件が大半を占めている。

(2) 原告のうち９４件が法人であり、個人６件は貸金債権の譲り受けを業とする同一人

であった。

原告の住所地は、東京都２３区内が８３件であった。つまり、この場合は合意管轄

条項がなくとも、義務履行地による管轄として東京簡易裁判所が利用できることにな

る。

(3) 被告は、３件が法人で、９８件が個人であった（重複１件 。）

被告の住所地は、①２３区内が１５件、②２３区を除く東京都が４件、③東京都を

除く東京高裁管内が３３件、④東京高裁管内を除く地域が４８件（札幌高裁管内・３

件、仙台高裁管内・１１件、名古屋高裁管内・５件、大阪高裁管内・１０件、広島高

裁管内・６件、高松高裁管内・０件、福岡高裁管内・１３件）であった。

つまり、本来の東京簡易裁判所の土地管轄（２３区）以外の被告が８５件を占めて

おり、特に東京高裁管内を除く地域が４８件も占めていることが注目される。８５％

の被告が司法アクセスを阻害されており、とりわけ約半数の被告は、時間的にも費用

的にも応訴の機会が事実上奪われているものといえる。

(4) 訴訟の結果をみると、①被告出頭による判決が２件、②被告出頭による和解が７件

で、以上の被告は、東京都２件、神奈川県４件、埼玉県１件、栃木県２件であった。

つまり、東京高裁管内を除く地域の被告は現実に出頭は不可能であることが明白であ

る。

これに対し、③１７条決定が１０件、④被告欠席による判決が５９件、④答弁書擬

制陳述による判決が１４件、⑤その他（取下げ）が９件であった（重複１件 。欠席）

判決５９件の中には、被告が出頭することで請求金額の減免だけでなく、支払い可能

な分割払い和解も見込まれるはずであり、簡易裁判所利用事件の過半数について的確

な紛争解決機能を果たしていないものと言わざるを得ない。

(5) 主な具体例を見ると、もともと地方都市に原告の支店・営業所があり、そこで被告

が取引したものが、訴訟の場面で突然東京簡易裁判所に提訴された様子が明らかであ

る。また、遠隔地の裁判所に出頭する費用や時間を考慮すると応訴を事実上あきらめ

ざるを得ないことが如実に現れている。中には、出頭すれば請求内容自体を争う余地

のある事件も見受けられる。

３ 検討

(1) 裁判管轄の意義

民事訴訟法は、応訴を強いられる被告の住所地を普通裁判籍（原則的裁判管轄）と

定めている（民事訴訟法４条 。つまり、裁判を受ける権利の実質的保障は、原告と）

して訴訟を提起する立場だけでなく、被告として裁判所に出頭し応訴する立場を一層
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配慮しなければならない。

被告が出頭して応訴する利益は、権利の存否を争う場合だけでなく、債務の存在を

前提としつつ和解を求める場合も考慮されなければならない。例えば、クレジット債

務や貸金債務を負う消費者が、裁判所に出頭して現実の支払能力の範囲内で分割払の

和解をすることは、原告・被告双方にとって有益である。

(2) 前回の民事訴訟法改正における議論

前回の民訴法改正（１９９８年１月施行）の際も、一般市民が企業との間で約款や

定型の契約書（合意管轄条項）を利用して数多くの契約をすることに伴って、一般市

民が遠隔地にある企業の本店所在地の裁判所に訴えられ、その応訴について経済的、

時間的に困難を生ずることが多いという問題が提起され、義務履行地の裁判籍を限定

する方法などが検討された。

しかし、結果的には、義務履行地の裁判籍を限定するという方法は否定され、裁量

的移送決定を旧法３１条の「著キ損害ヲ避クル為」という要件から、現行法１７条の

「当事者の衡平を図るため」という要件に緩和する方法を採用した。

その理由は、①持参債務の原則を変更しないで、義務履行地の裁判籍のみを制限す

ることは適当でないこと、②義務履行地の裁判籍等を巡る問題は、当事者間の実質的

な対等関係が崩れている場合に生ずるものだが、そのような場合を画一的かつ一般的

に想定して限定を加えることは実際上極めて困難であること、③むしろ、個々の事案

ごとに、当事者双方の事情と訴訟経済を考慮して、より適当な裁判所へ移送すること

、 、ができるようにする方が 現在生じている問題点を適切に解決することになることが

指摘されていた。

(3) その後の運用実績

しかしながら、民訴法改正前と後の移送決定の実績を比較すると、以下のとおり裁

量的移送決定の要件を緩和したことの効果は全く現れていないものと言わざるを得な

い（司法統計年報より、全簡易裁判所民事通常事件における移送決定による終局件数

を比較した 。）

終局件数総数 移送決定による終局件数 割合

平成６年 ２４５,６７４ ２,８７７ １.１７％

平成７年 ２４３,５６９ ２,９７２ １.２２％

平成８年 ２６６,６７３ ２,９８２ １.１２％

平成９年 ２７３,１２２ ２,５９４ ０.９５％

平成10年 ３０６,６６２ ２,７５７ ０.９０％

平成11年 ３０７,８５０ ３,１１３ １.０１％

平成12年 ３０１,１８５ ３,０７５ １.０２％

(4) 裁量移送の限界

そもそも、移送決定は、訴訟提起を受け付けた裁判所が他の裁判所に事件処理を押
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し付けることになるため、被告が移送を求める申立をしなければ、裁判所の職権によ

り移送決定を行うことは現実には期待しがたい。

しかも、法律知識に疎い消費者本人は、移送申立という方法があることすら知らな

いのが実情であり、ましてや移送の必要性と相当性を書面で的確に申し立てることは

困難である。

さらに、債務の存否を争う事案ではなく、和解を求める事案については、移送はほ

とんど認められていないのが現状である。

したがって、前回の民訴法改正の意図は失敗に終わっており、改めて裁判管轄の見

直しを行う必要がある。

(5) 合意管轄条項の問題点

民事訴訟法は、被告の住所地を普通裁判籍と定めている一方で、当事者の書面によ

る合意により管轄裁判所を決めること、しかも紛争発生前に合意することを認めてい

る（民訴法１１条 。）

しかし、事業者と消費者との契約締結においては、印刷された契約書面に記載され

た合意管轄条項に消費者が気づくこともほとんどないし、訴訟が提起される場合を事

前に想定して合意管轄条項を協議することは到底考えられない。

このように、情報の質及び量並びに交渉力に構造的な格差がある消費者契約におい

ては、事業者の事務所所在地を合意管轄とする条項は、民事訴訟法の普通裁判籍の原

則（被告の住所地）に比較して被告消費者の応訴の機会を事実上奪うに等しい著しい

不利益を及ぼすものであり、消費者契約法１０条の不当条項に該当するものと解すべ

きである。

(6) 債権者の住所地を義務履行地とすることの問題点

本調査において、原告の住所地が東京２３区内であるものが８３件を占めており、

この場合は、合意管轄を排除しても、債権者の住所地を義務履行地とすることにより

東京簡裁を管轄とすることができる。

一般に、持参債務の原則によって債権者の住所地が義務履行地とされるのは、現金

を債権者の住所地に現実に持参して支払うような契約関係の場合（個人間の賃料支払

いの例など）であれば、債権者の住所地を義務履行地として管轄裁判所としても、被

告に大きな負担は生じないであろうし、紛争の所在地にも一致することが多いので合

理性がある。

これに対し、銀行振込を利用する現代の消費者契約においては、持参債務かどうか

という問題は振込手数料の負担者を考える基準として意味があるにとどまり、実際の

支払いは専ら消費者の住所地の最寄りの銀行窓口から振り込むことができるという利

点が中心である。つまり、銀行振込や自動入出金機を前提とする消費者契約において

は、持参債務の原則によって債権者の住所地を義務履行地とすることは、消費者が予

期しない不利益を及ぼすこととなるし、支払方法の特約の定め方によって容易に合意
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管轄条項と同様の効果をもたらすこととなる。

したがって、消費者契約に関する訴訟においては、事業者である債権者の住所地を

義務履行地とすることも認めるべきではない。

(7) 土地管轄の法定と事業者の立場

消費者契約に関する訴訟において債権者の住所地を管轄として認めないことは、事

業者に過大な負担をもたらすことになるのではないかという疑問も考えられるので、

以下検討する。

まず、事業者が地方に居住する消費者と契約を締結する場合は、そのほとんどが消

費者の住所地の近くに事業者の支店・営業所が存在するはずである。契約締結の際は

積極的に消費者に接近しているのであるから、訴訟の際も消費者の住所地に提起する

ことを要求しても大きな不利益とはならないはずである。事業者としては、訴訟案件

を本店で集中管理することの経済的効率性を求める意見があろうが、こうした経済的

効率性のために消費者の応訴の権利を奪うことは認めるべきでない。

、 、これに対し インターネット取引を含む通信販売の方法で契約を締結する場合には

消費者の住所地の近くに事業者の支店がないことが想定される。しかし、通信販売と

いう効率的な販売方法を採用した事業者だからといって、紛争が発生した場面におい

て消費者の応訴の権利を奪うことまでは許されないものというべきであり、事業活動

の効率性よりも消費者の応訴の権利を優先して、消費者の住所地の裁判所に提訴する

ことの負担を甘受すべきである。

なお、現行法でも、支払督促事件は、債務者の住所地を管轄と定めている（民事訴

訟法３８３条 。）

４ まとめ

以上検討したとおり、市民が利用しやすい司法の実現を目指すという観点からも、被

告消費者の裁判を受ける権利を実質的に確保する観点からも、立法論としては、消費者

契約に関する訴訟は、合意管轄条項を排除するとともに、消費者の住所地を原則的管轄

とすべきである。

ただ、法改正に至るまでの暫定的措置としても、民事訴訟法１７条を活用して被告住

所地を管轄する裁判所への裁量移送を積極的に決定すべきであり、その前提として訴状

及び弁論期日呼出状の送付の際、答弁書用紙とともに移送申立書用紙を同封すべきであ

る。

現在は、弁論期日呼出状とともに答弁書用紙を同封することにより、出席困難な被告

が第１回期日に限り答弁書の提出をもって応訴することができる制度が比較的利用され

ていることが参考となる。同様に、移送申立書用紙と説明書を同封することにより、移

送の希望やその必要性に関する事情が裁判所に提出されることとなり、移送決定の増加

が見込まれるであろう。


